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議案第７８号 

 

   沖縄市による区域外道路の路線認定に伴う承諾について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第４項の規定により、次のとおり沖縄市

による区域外道路の路線認定に伴う承諾をしたいので、議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

 

承諾範囲 
幅員 延長 

起点 終点 

江洲２１７２番 江洲２１７２番 ８．９ｍ～１０．６ｍ １９０．１ｍ 

 

 

令和６年９月３日提出 

 

                          うるま市長 中村 正人 

 

 

提案理由 

沖縄市において、うるま市区域を含めた路線認定を行うにあたり市の承諾を得る必要

があるため提案する。 
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議案第８０号 

 

うるま市税条例の一部を改正する条例 

 

うるま市税条例（平成１７年うるま市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 

第３４条の７第１項中「若しくは金銭」を削る。 

 

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

 

附則第４条の２を削る。 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第３４条の７第１項の改正規定

及び附則第４条の２を削る改正規定は、公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）

の施行の日の属する年の翌年の１月１日から施行する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、当該条例を改正する必要があり提案す

る。 

 



 

議案第８１号 

 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割

の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特

例に関する条例(平成１７年うるま市条例第４７号)の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「第４４６条第１項」を「第４６３条の１８第１項」に改める。 

 

 第３条第２項中「押印」を「納税済の検印」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 地方税法の改正等に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 
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議案第８２号 

 

うるま市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

うるま市都市公園条例（平成１７年うるま市条例第１４１号）の一部を次のように改正

する。 

 

第２条の５第１項ただし書中「次項」の次に「及び第３項」を加え、「同項に」を「そ

れぞれに」に改め、同条第２項中「同条第４項に規定する選定事業」の次に「（以下「Ｐ

ＦＩ事業」という。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

３ 政令第５条第８項に規定する集会所を設置する都市公園については、次の各号に掲げ

る要件を満たしている場合、１００分の４とする。 

 （１） 前条第１項第１号又は第２号に基づき配置された都市公園に設置するものであ

ること。 

 （２） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２で定める地縁による団

体（市長が別に定めるものに限る。）が設置するものであること。 

 

第１３条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものにおける使用料は、当該各号に掲

げるものを行う選定事業者が提案する額を勘案して市長が別に定める額とすることが

できる。 

 （１） ＰＦＩ事業として行う公園施設を設け、又は管理するもの 

 （２） 法第５条の２の規定に基づき定められた公募設置等指針により、都市公園に

公園施設を設け、又は公園施設を管理するもの 

 （３） ＰＦＩ事業として行う都市公園の全部又は一部を管理運営するもの 

                                    

第１８条の２を削る。 

 

第２０条中「（昭和２２年法律第６７号）」を削る。 

 

第２７条第１項中「別表第３」を「別表第３の（１）の表」に改め、「（次項において

「利用料金」という。）」を削り、同条第２項中「、利用料金の額」を削る。 

 

 第３０条中「第４条」を「第３条、第４条」に、「第２１条第５号、別表第３」を「第

２１条第５号、別表第３の（１）の表」に改める。 

 

 別表第２を次のように改める。 
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別表第２（第１３条関係） 

（１） 公園施設を設ける場合 

種別 単位 使用料（円） 

売店、軽飲食店その他の施設 １平方メートル１年につき ５００

自動販売機 １平方メートル１月につき ６００

（２） 公園施設を管理する場合 

種別 単位 使用料（円） 

売店及び軽飲食店 １平方メートル１年につき ２，４００

その他の施設 １平方メートル１年につき ６５０

 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１３条関係） 

（１） 第４条第１項各号に規定する行為をする場合 

区分 単位 使用料（円） 

行商その他これに類する行為 １日以内 ２００

業として写真を撮影するもの 撮影機（写真

機）１台１日 

５００

業として映画を撮影するもの １件１日 １，０００

興行、出店その他これに類する営業行為 １平方メートル

１日 

２０

競技会、集会、展示会、博

覧会その他これに類する行

為 

面積によるもの １平方メートル

１日 

１０

面積により難いも

の 

１回１日以内 １，０００

（２） 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する場

合 

区分 単位 使用料（円） 

電柱、電線、変

圧塔等 

第１種電柱 １本につき１月 ８３

第２種電柱 １３３

第３種電柱 １８３

第１種電話柱 ７７

第２種電話柱 １２５

第３種電話柱 １７５
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その他の柱類 ５

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メートル

につき１年 

１０

地下電線その他地下に設け

る線類 

５

高圧送電塔 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

８００

高圧送電線 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

４００

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

８００

水道管、下水

管、ガス管、地

下埋設物等 

外径０．１メートル未満の

もの 

長さ１メートル

につき１月 

４

外径０．１メートル以上外

径０．１５メートル未満の

もの 

６

外径０．１５メートル以上

外径０．２メートル未満の

もの 

７

外径０．２メートル以上外

径０．４メートル未満のも

の 

１５

外径０．４メートル以上外

径１メートル未満のもの 

４０

外径１メートル以上のもの ７９

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

４０

天体、気象又は土地観測施設 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

４０

詰所用建物その他工事用施設 ５０

工事用板囲、足場及び材料置場 ５０
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その他の占用 ５０

備考 

１ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）の

うち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号

において同じ。）を支持するものを、第２種電柱とは、電柱のうち４条又は５条

の電線を支持するものを、第３種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持す

るものをいうものとする。 

２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支

持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線

（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）

を支持するものを、第２種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電線を支持

するものを、第３種電話柱とは、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものを

いうものとする。 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に

設置する電線をいうものとする。 

４ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メートル若

しくは１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに１平方メー

トル若しくは１メートル未満の端数があるときは、１平方メートル又は１メート

ルとして計算するものとする。 

５ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満である

とき、又はその期間に１年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、１

月未満の端数があるときは１月として計算し、占用料の額が月額で定められている

占用物件に係る占用の期間が１月未満であるとき、又はその期間に１月未満の端数

があるときは１月として計算するものとする。 

 

 別表第４中「第１３条」の次に「、第２７条」を加える。 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市都市公園条例別表第２の規定は、令和７年度以後の

使用に係る使用料について適用し、令和６年度以前の使用に係る使用料については、な

お従前の例による。 
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令和６年９月３日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 都市公園の設置基準及び管理の見直しに伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 
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議案第８３号 

 

うるま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 

うるま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年うるま市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

目次中「第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 

     第１節 利用定員に関する基準（第３７条） 

第２節 運営に関する基準（第３８条―第５０条） 

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条）」を 

   「第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 

     第１節 利用定員に関する基準（第３７条） 

第２節 運営に関する基準（第３８条―第５０条） 

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条） 

     第４章 雑則（第５３条）                    」に改

める。 

 

第５条第２項から第６項までを削る。 

 

第２３条の見出し中「掲示」の次に「等」を加え、同条中「掲示しなければならない」

を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受

信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又

は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない」に改め

る。 

 

第３８条第２項を削る。 

 

第３章の次に次の１章を加える。 
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第４章 雑則 

（電磁的記録等） 

第５３条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているものにつ

いては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）により

行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、

当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に

代えて、第４項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該

書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理

組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この

条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することがで

きる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出し

たものとみなす。 

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者の 

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され

た記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、教

育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付

認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受

ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 
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（２） 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録を出力する

ことによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするときは、

あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し、その用いる次

に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。 

（１） 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの 

（２） ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護

者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった

ときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電

磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項

の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につい

て準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書

面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書

面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提

供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等に

よる同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受け

る」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付す

る」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用す

る前項各号」と、第４項中「第２項の」とあるのは「第６項において準用する第２項の」

と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」

とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６

項において準用する第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用す

る前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定す

る記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読

み替えるものとする。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準の改正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 



 

議案第８４号 

 

   うるま市児童福祉関連複合施設条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市児童福祉関連複合施設条例（令和４年うるま市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第３条第１号中「第１号」を削る。 

 

 第４条第２号中「第６条の２の２第４項」を「第６条の２の２第３項」に改め、同条

第３号中「第６条の２の２第６項」を「第６条の２の２第５項」に改め、同条第４号中

「第６条の２の２第７項」を「第６条の２の２第６項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 児童福祉法の改正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 



議案第８５号 

 

   うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 

うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７

年うるま市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 

別表中 

「 

スポーツ推進審議会委員 日額 ４，０００ 

」を 

「 

スポーツ推進審議会

委員 

学識経験者 日額 １０，０００ 

その他 日額 ４，０００ 

」に 

改める。 

 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 スポーツ推進審議会委員の報酬の額を見直すため、当該条例を改正する必要があり提

案する。 
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議案第８６号 

 

うるま市都市公園以外の公園に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、うるま市都市公園条例（平成１７年うるま市条例第１４１号）に

規定する都市公園以外の市が設置する公園（以下「市公園」という。）の設置、管理

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「公園施設」とは、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）

第２条第２項に規定する公園施設に準ずるもので、必要に応じて市公園に設けられる

ものをいう。 

 

（市公園の位置等） 

第３条 市公園の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

２ 市長は、市公園の区域を変更し、又は市公園を廃止するときは、当該市公園の名称、

位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告

しなければならない。 

 

（行為の禁止） 

第４条 市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第９条第１項、

第１０条第１項若しくは第３項又は次条第１項の許可に係るものについては、この限

りでない。 

（１） 市公園を損傷し、又は汚損すること。 

（２） 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。 

（３） 土地の形質を変更すること。 

（４） 鳥獣及び魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。 

（５） はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 



‐2‐ 

（６） 立入禁止区域に立ち入ること。 

（７） たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。 

（８） 爆発物その他の危険物を持ち込むこと。 

（９） 風紀を乱し、その他市公園の利用者に著しく迷惑をかけること。 

（１０） 風致を害する行為をすること。 

（１１） 市公園をその用途外に使用すること。 

（１２） 市公園の利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれが

ある組織の利益になると認めること。 

（１３） その他市公園の管理上支障があると認められること。 

 

（行為の制限） 

第５条 市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなけ

ればならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。 

（１） 物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をすること。 

（２） 業として写真又は映画を撮影すること。 

（３） 興行を行うこと。 

（４） 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために市公園の

全部又は一部を独占して利用すること。 

（５） 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。 

（６） 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他市

長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項各号に掲げる行為が公衆の市公園の利用に支障を及ぼさないと認め

る場合に限り、第１項の許可を与えることができる。 

４ 市長は、第１項又は前項の許可に市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことが

できる。 

 

（許可の特例） 

第６条 第１０条第１項又は第３項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項について
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は、前条第１項の許可を受けることを要しない。 

 

（利用の禁止又は制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、市公園を保全し、又は

その利用者の危険を防止するため、区域を定めて市公園の利用を禁止し、又は制限す

ることができる。 

（１） 市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合 

（２） 市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合 

 

（有料公園施設） 

第８条 有料公園施設（市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同

じ。）は、別表第３の（３）の表に掲げる施設とする。 

２ 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。 

３ 有料公園施設及び備品を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならな

い。 

 

（公園施設の設置又は管理の許可） 

第９条 市長以外の者が市公園に公園施設を設け、又は管理しようとするときは、申請

書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

２ 前項に規定する申請書に記載する事項は、次のとおりとする。 

（１） 公園施設を設けようとするときには、次に掲げる事項 

ア 設置の目的 

イ 設置の期間 

ウ 設置の場所 

エ 公園施設の構造 

オ 公園施設の管理の方法 

カ 工事実施の方法 

キ 工事の着手及び完了の時期 
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ク 市公園の復旧方法 

ケ その他規則で定める事項 

（２） 公園施設を管理しようとするときには、次に掲げる事項 

ア 管理の目的 

イ 管理の期間 

ウ 管理する公園施設 

エ 管理の方法 

オ その他規則で定める事項 

（３） 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項 

３ 市長は、市長以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当するものに限

り、第１項の許可をすることができる。 

 （１） 市長が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるも            

  の 

 （２） 市長以外の者が設け、又は管理することが市公園の機能の増進に資すると認

められるもの 

４ 市長以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、１０年を超えることができ

ない。これを更新するときの期間についても、同様とする。 

 

（占用の許可） 

第１０条 市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて市公園を占

用しようとするときは、申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。 

２ 前項に規定する申請書に記載する事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設（以下「占用物件」という。）

の管理の方法 

（２） 工事実施の方法 

（３） 工事着手及び完了の時期 

（４） 市公園の復旧方法 

（５） その他規則で定める事項 

３ 第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変
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更事項を記載した許可変更申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならな

い。ただし、次に掲げる軽易な変更事項は、この限りでない。 

（１） 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わな

いもの 

（２） 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行

うもの 

 

（添付書類） 

第１１条 第９条第１項若しくは前条第１項の規定による公園施設の設置若しくは管

理若しくは市公園の占用の許可を受けようとする者又は第９条第１項若しくは前条

第３項の規定によりそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の

許可申請書又は許可変更申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。 

 

（公園施設の設置又は管理の休止及び廃止） 

第１２条 第９条第１項若しくは第１０条第１項の規定による公園施設の設置又は管

理の許可を受けた者がその行為を休止し、又は廃止しようとするときは、その日前１

０日までに理由を付して市長の許可を受けなければならない。 

 

（許可の条件） 

第１３条 市長は、第９条第１項又は第１０条第１項若しくは第３項の許可を市公園の

管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。 

 

（原状回復） 

第１４条 第９条第１項又は第１０条第１項若しくは第３項の許可を受けた者は、公園

施設を設け、若しくは管理する期間若しくは市公園の占用の期間が満了し、又は公園

施設の設置若しくは管理若しくは市公園の占用を廃止したときは、直ちに市公園を原

状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合において

は、この限りでない。 

２ 市長は、第９条第１項又は第１０条第１項若しくは第３項の許可を受けた者に対し
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て、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置につ

いて必要な指示をすることができる。 

 

（使用料） 

第１５条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる使用料を納付しなければならない。 

（１） 第９条第１項の許可を受けて公園施設を設置し、又は管理する者は、別表第

２に掲げる使用料 

（２） 第５条第１項又は第１０条第１項若しくは第３項の許可を受けた者は、別表

第３の（１）の表又は別表第３の（２）の表に掲げる使用料 

（３） 第８条第３項の許可を受けて有料公園施設を利用する者は、別表第３の（３）

の表に掲げる使用料 

 

（使用料の徴収） 

第１６条 前条各号の使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、市長が特

に認めた場合に限り、これを使用後に納付することができる。 

２ 使用料の額が月を単位として定められている場合において市公園の使用の日数に

端数を生じたときは、使用料の額は、その日数に応じて日割計算により算出する。 

 

（使用料の減免） 

第１７条 市長は、公益上特別の事情があると認められるときは、使用料の全部又はそ

の一部を減免することができる。 

 

（使用料の不還付） 

第１８条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことがで

きない理由によって使用することができなくなったとき、その他市長が必要と認めた

場合は、その一部を還付することができる。 

 

（監督処分） 

第１９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例による許可を
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取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回

復若しくは市公園からの退去を命ずることができる。 

（１） 第４条又は第５条第１項の規定に違反している者 

（２） 第７条の規定に基づく処分に違反している者 

（３） 第５条第４項の規定により許可に付した条件に違反している者 

（４） 虚偽その他不正の行為により第５条第１項又は第８条第３項の許可を受けた

者 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第５条第１項又は第８条

第３項の許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、その他必要な措置を命

ずることができる。 

（１） 市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

（２） 市公園の保全又は公衆の市公園の利用に著しい支障が生じた場合 

（３） 前２号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合 

 

（損害賠償） 

第２０条 公園施設又は公園施設の設備・備品等を損傷し、若しくは滅失した者は、そ

の損害を賠償しなければならない。 

 

（権利の譲渡禁止等） 

第２１条 第９条第１項若しくは第１０条第１項の規定による公園施設の設置若しく

は管理若しくは市公園の占用又はこの条例による許可を受けた者は、その権利を他人

に譲渡し、又は転貸することができない。 

 

（届出） 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速や

かにその旨を市長に届け出なければならない。 

（１） 第９条第３項又は第１０条第１項若しくは第３項の許可を受けた者が、公園

施設の設置又は市公園の占用に関する工事を完了した場合 

（２） 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は市公園の占用を廃止し
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た場合 

（３） 第１号に掲げる者が、第１４条第１項の規定により市公園を原状に回復し

た場合 

（４） 第１９条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了

した場合 

（５） 市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、

若しくは移転した場合 

 

（管理の委託） 

第２３条 市長は、市公園の管理に関する業務の一部を公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第２条第３号に規定する公益法人

又は適切な管理が確保できると認められる団体へ委託することができる。 

 

（施設の管理） 

第２４条 市長は、市公園の全部又は一部の管理を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する

もの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

 

（指定管理者が行う業務） 

第２５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 第５条に規定する許可及び許可に付す条件に関する業務 

（２） 第７条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務 

（３） 第８条第２項に規定する供用日及び供用時間に関する業務 

（４） 第８条第３項に規定する許可に関する業務 

（５） 第１５条第２号及び第３号に規定する使用料の収受、減免又は返還に関する

業務 

（６） 第１９条に規定する監督処分に関する業務 

（７） その他市長が必要と認める業務 
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（指定管理者の指定の申請） 

第２６条 第２４条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に

事業計画書その他規則で定める書類（以下「事業計画書等」という。）を添えて、市

長に提出しなければならない。 

 

（指定管理者の指定） 

第２７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査

し、最も適切に市公園の管理を行うことができると認めるものを候補者として選定し、

議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

（１） 事業計画書等の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであ

ること。 

（２） 事業計画書等の内容が、市公園の効用を最大限に発揮させるものであるとと

もに、効率的な管理がなされるものであること。 

（３） 事業計画書等の内容に沿った市公園の管理を安定して行う能力を有すること。 

（４） その他市長が施設の性質又は目的に応じて必要とする法人その他の団体であ

ること。 

２ 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募す

るものとする。 

 

（公募によらない指定管理者の指定） 

第２８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定によらず指定管

理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

（１） 市公園の設置目的、特性、規模等から、特定の団体に管理させることが適切

な管理運営に資すると認められるとき。 

（２） 緊急の必要により公募することができないとき。 

（３） 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められたとき。 

（４） その他市長が必要と認めたとき。 

 

（指定管理者の指定の取消し等） 
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第２９条 市長は、指定管理者が地方自治法第２４４条の２第１０項の指示に従わない

とき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、

その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責め

を負わない。 

 

（指定管理者の指定等の告示） 

第３０条 市長は、第２７条及び第２８条の規定により指定管理者を指定したときは、

その旨を告示しなければならない。 

２ 前項の規定は、前条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を

定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。 

 

（利用料金） 

第３１条 市長は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定により、別表第３の（１）

の表及び別表第３の（３）の表に掲げる使用料を指定管理者の収入として収受させる

ことができる。 

２ 指定管理者は、納入方法及び還付方法並びに有料公園施設の供用日及び供用時間に

ついて定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なけ

ればならない。 

 

（協定の締結） 

第３２条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と市公園の管理運営に関する協定を

締結しなければならない。 

 

（原状回復の義務） 

第３３条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第２９条第１項の規定

によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の
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停止を命じられたときは、その管理しなくなった市公園及び公園施設を速やかに原状

に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

 

（指定管理者が管理する市公園における条例の適用） 

第３４条 第４条、第５条、第７条、第８条第２項及び第３項、第１５条第２号及び第

３号、第１６条から第１９条まで、第２５条第５号、別表第３の規定は、指定管理者

が管理する市公園について準用する。この場合において、第５条、第７条、第８条第

２項及び第３項及び第１９条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１５条第２

号及び第３号、第１６条から第１８条まで、第２５条第５号、別表第３の（１）の表

及び別表第３の（３）の表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第１６条第１項

中「市長が特に認めた」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得た」

と、第１７条中「市長は、公益上特別の事情があると認められるときは」とあるのは

「指定管理者は、市長が別に定めるところにより」と、第１８条中「その他市長が必

要と認めた」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得た」と読み替え

るものとする。 

 

（事業報告書の作成及び提出） 

第３５条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、規則で定めるところにより、事

業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第

２９条第１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算

して３０日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならな

い。 

 

（指定管理者が行う個人情報の取扱い） 

第３６条 指定管理者は、市公園を管理するに当たって、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第６６条第２項の規定により準用する同条第１項の規定

により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報（同法第２条

第１項に規定する個人情報をいう。次項において同じ。）の取扱いについて講ずる安

全管理措置を確実に実施しなければならない。 
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２ 第２５条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得

た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

 

（委任） 

第３７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

別表第１（第３条関係） 

名称 位置 

川敷原第２区画整理地内 うるま市字具志川３２４２番１ 

安慶名プロムナード うるま市安慶名一丁目８番 

兼箇段公園 うるま市字兼箇段１９１３番２０ 

仲嶺ハイツ公園 うるま市字仲嶺５３０番４２ 

キャッスル公園 うるま市石川伊波４２９番 

美原地区公園 うるま市石川東恩納１４５７番１０ 

高原展望台 うるま市石川山城１４６８番１５８ 

石川浄水場広場 うるま市石川東恩納２９５番 

うみんちゅ広場 うるま市勝連南風原５１９５番 

シルミチュー公園 うるま市勝連比嘉１９０２番 

勝連総合グラウンド緑地 うるま市勝連平安名２７２５番 

照間農村公園 うるま市与那城照間１００２番１ 

饒辺農村公園 うるま市与那城饒辺３０３番１ 

上原農村公園 うるま市与那城上原３８番１ 

伊計農村公園 うるま市与那城伊計１７３番１ 

 

別表第２（第１５条関係） 

（１） 公園施設を設ける場合 

種別 単位 使用料（円） 

売店、軽飲食店その他の施設 １平方メートル１年につき ５００
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自動販売機 １平方メートル１月につき ６００

（２） 公園施設を管理する場合 

種別 単位 使用料（円） 

売店及び軽飲食店 １平方メートル１年につき ２，４００ 

その他の施設 １平方メートル１年につき ６５０ 

 

別表第３（第１５条関係） 

（１） 第５条第１項各号に規定する行為をする場合 

区分 単位 使用料（円） 

行商その他これに類する行為 １日以内 ２００

業として写真を撮影するもの 撮影機（写真機）１台

１日 

５００

業として映画を撮影するもの １件１日 １，０００

興行、出店その他これに類する営業行為 １平方メートル１日 ２０

競技会、集会、展示会、博覧会

その他これに類する行為 

面積によるも

の 

１平方メートル１日 １０

面積により難

いもの 

１回１日以内 １，０００

（２） 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて市公園を占用する場合 

区分 単位 使用料（円） 

電柱、電線、

変圧塔等 

第１種電柱 １本につき１月 ８３

第２種電柱 １３３

第３種電柱 １８３

第１種電話柱 ７７

第２種電話柱 １２５

第３種電話柱 １７５

その他の柱類 ５

共架電線その他上空に設ける 長さ１メートルにつ １０
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線類 き１年 

地下電線その他地下に設ける

線類 

５

高圧送電塔 占用面積１平方メー

トルにつき１年 

８００

高圧送電線 占用面積１平方メー

トルにつき１年 

４００

その他のもの 占用面積１平方メー

トルにつき１年 

８００

水道管、下水

管、ガス管、

地下埋設物等 

外径０．１メートル未満のもの長さ１メートルにつ

き１月 

４

外径０．１メートル以上外径

０．１５メートル未満のもの 

６

外径０．１５メートル以上外径

０．２メートル未満のもの 

７

外径０．２メートル以上外径

０．４メートル未満のもの 

１５

外径０．４メートル以上外径１

メートル未満のもの 

４０

外径１メートル以上のもの ７９

その他のもの 占用面積１平方メー

トルにつき１年 

４０

天体、気象又は土地観測施設 占用面積１平方メー

トルにつき１月 

４０

詰所用建物その他工事用施設 ５０

工事用板囲、足場及び材料置場 ５０

その他の占用 ５０

備考 

１ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）の

うち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号

において同じ。）を支持するものを、第２種電柱とは、電柱のうち４条又は５条

の電線を支持するものを、第３種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持す

るものをいうものとする。 
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２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支

持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当

該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支

持するものを、第２種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電線を支持する

ものを、第３種電話柱とは、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう

ものとする。 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に

設置する電線をいうものとする。 

４ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メートル若

しくは１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに１平方メー

トル若しくは１メートル未満の端数があるときは、１平方メートル又は１メート

ルとして計算するものとする。 

５ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満であ

るとき、又はその期間に１年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、

１月未満の端数があるときは１月として計算し、占用料の額が月額で定められて

いる占用物件に係る占用の期間が１月未満であるとき、又はその期間に１月未満

の端数があるときは１月として計算するものとする。 

（３） 有料公園施設を利用する場合 

施設の名称 単位 使用料（円） 

シャワー施設 １回につき １００

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、うるま市都市公園条例の規定によりなされた都

市公園以外の公園に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 
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  令和６年９月３日提出 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 うるま市都市公園条例の改正に伴い、都市公園以外の公園の適正な管理を図るため、 

当該条例を制定する必要があり提案する。 



 

議案第８７号 

    

うるま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例 

   

 うるま市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例（平成１７年うるま市条例第

６１号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （基金の繰入れ） 

２ この条例の施行日において、うるま市国民健康保険高額療養資金貸付基金に

積み立てられている基金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に繰り入れる

ものとする。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

国民健康保険高額療養費支給事務の見直しに伴い、当該条例を廃止する必要が

あり提案する。 

 







議案第８９号 

 

うるま市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

うるま市国民健康保険条例（平成１７年うるま市条例第９８号）の一部を次のように

改正する。 

 

第９条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第３

項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」を「又

は虚偽の届出をした」に、「過料に」を「過料を」に改める。 

 

第１０条及び第１１条中「過料に」を「過料を」に改める。 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政

令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によ

りなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

令和６年９月３日提出 

 

うるま市長 中村 正人 

 

提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律の施行等に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 

 

 


